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２ 土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査

（１）調査を命ずることができる土地の基準

意 見 の 概 要 意見に対する考え方

１．地下水を飲用していない場合であっても、 地下水等の摂取によるリスクの観点からは汚

地下水汚染は広範に広がり制御不能となる危険 染地下水が到達し得る範囲内で地下水を飲用利

が高いため、調査の対象とすべきである。ま 用等している場合に人の健康に係る被害が生じ

た、従業員の労働安全の観点や、汚染の早期発 るおそれが発生することから、そのような場合

見の必要性からも、従業員が立ち入ることが出 に汚染の除去等の措置を行うこととしていま

来る区域は調査の対象とすべきである。（２ す。また、汚染土壌の直接摂取によるリスクの

件） 観点からは、当該工場等の従業員等関係者以外

は立ち入ることのできない区域には調査命令を

出さないこととしていますが、当然のことなが

ら、従業員等に対する健康影響については労働

安全衛生法により適切に管理されていると認識

しています。

２．汚染の拡大の未然防止を図るため、①ア 人の健康に係る被害の未然防止の観点からは

「指定区域の指定基準を超えるおそれがあると ①のアの判断要件とともに、人が有害物質を摂

認められる」という要件を満たせば調査を命じ 取するかどうか、すなわち暴露の可能性の有無

るべきである。 も判断要件の１つです。

３．「おそれがある」についてはＡ）健康に係 健康に係る被害の未然防止の観点からは既に

る被害が生じるおそれ、Ｂ）指定基準を超える 汚染が判明している場合だけでは手遅れであ

おそれ、の２種類ある。土壌汚染対策法で規定 り、土壌汚染のおそれがのある場合で、暴露の

している「おそれ」はＡ）健康に係る被害が生 可能性がある場合には調査を行うべきものであ

じるおそれであるが、本政省令案ではＢ）指定 ると考えます。

基準を超えるおそれについても規定しようとし なお、「・・・土壌汚染に起因する地下水汚

ており、これは法の趣旨の拡大解釈である。し 染が現に生じ、又は生ずるおそれがあると認め

たがって、Ｂ）部分を削除し次のとおり修文す られ、・・・」については、御指摘も踏まえて

るか、または、削除しないならば「おそれがあ 再整理します。

る」ことについての判断基準や科学的根拠を具

体的に定めるべきである。

「ア．その土地又は周辺の土壌・地下水の汚染

状況、有害物質使用特定施設の過去の設置状況

等からみて、当該土地において指定区域の指定

基準を超える汚染があるおそれがあると認めら

れること。

イ．次のいずれかに該当すること。

1)土壌汚染に起因する地下水汚染が現に生

じ、又は生ずるおそれがあると認められ、か

つ、周辺の地下水の利用状況等からみて、地下

水汚染が生じたとすれば飲用等を通じて健康被
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害のおそれがあると認められること（※３）。

2)土壌の直接摂取による健康被害のおそれ

がある特定有害物質（※４）について、その観

点から定められた指定基準を超えるおそれがあ

るていると認められる場合にあっては、当該土

地が人が立ち入ることができる区域（従業員等

以外の者が立ち入ることができない工場・事業

場の区域を除く。）であること。」（１８件）

４．①イ「又は生ずるおそれがあり」を削除す 御指摘も踏まえて再整理します。

べきである。基準を超過しない場合でも調査命

令が下されることとなり、実質的に基準の強化

となるからである。

５．地下水は水平・垂直方向に流動し、周辺の 汚染土壌の直接摂取によるリスクの観点から

新たな土壌汚染を生ずるので、飲用しなくても の基準は別途設定して必要な対応を行うことと

土壌の直接摂取による健康被害を生ずるおそれ しているところであり、御指摘の部分はあくま

があるので、①イ１）の「かつ」以下は削除す でも地下水等の摂取によるリスクの観点からの

べきである。 ものとなっています。

６－１．①イ「周辺」及び「地下水の利用状 御指摘の点については、本法の運用に混乱が

況」については、法施行にあたって、行政およ 生じないよう環境省令や施行通知において可能

び産業界ともに了知していなければ運用が混乱 な限り具体的に記載します。

するため、具体的内容を政省令に明示された なお、現場での判断において専門家会議を設

い。（１６件） 置するのかどうかは都道府県等が必要に応じて

６－２．①（※３）「地下水が到達しうると考 判断することとなると考えます。

えられる一定の範囲内」の判断は、地下におけ

る地層構造、地質、地下水流から総合的に判断

することとなろう。その評価、判断にはかなり

の専門性が必要であることから、都道府県知事

が「技術専門委員会」等の専門家会議を設置

し、諮問することで地質構造の解明、地質調査

結果、地下水コンターなどのデータを基にし

て、技術的蓋然性、一定の判定基準により、恐

れがある土地かどうかを決定すべきである。

７．①（※３）に「地下水汚染」とあるが、そ ここでいう地下水汚染とは水濁法に基づく地

の判断基準について、例えば水濁法における地 下水の浄化基準に適合していない状態のことで

下水の浄化基準や飲料水基準等である旨を明示 あり、環境省令等において明確にします。

し、自治体による裁量部分をなくし、かつ適切

な運用を担保すべきである。（１４件）

８．①（※３）「公共用水域の水質の汚濁の主 汚染された地下水が公共用水域に流出し、当

たる原因となり、又は原因となることが確実で 該汚染地下水が主たる原因で周辺の公共用水域

ある場合」とは具体的にどのような場合か。 の水質が環境基準に適合しない状態になってい
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るか又は適合しなくなる状態になることが確実

である場合が考えられます。

９．①ウ「汚染の除去等の措置に相当する措 資料３頁の（※５）に記載しているとおり、

置」はどう判断すればよいか。 本法の汚染の除去等の措置に関する技術的基準

に適合した措置の他、廃棄物最終処分場等にお

いて適切な管理がされている場合が考えられま

す。

１０．①ウ「汚染の除去等の措置に相当する措 本法の汚染の除去等の措置に関する技術的基

置」は限定すべきである。立入禁止、舗装、覆 準に適合した措置が維持・管理されている限

土、その他の覆い措置は当面の直接摂取を防ご り、汚染土壌の直接摂取によるリスクの観点を

うとするものにすぎず、調査の必要性を免除す 含め調査は必要ないと考えておりますが、土地

るものではないはずである。 の改変等により措置の状態が壊れ、当該技術的

基準に適合しない状態になった場合には、必要

があればその時点で本法に基づき調査が命じら

れることとなります。

１１．①ウで、最終処分場が適正に管理されて 例えば、廃棄物の最終処分場における埋立処

いる場合は除外されているが、適正な管理とい 分が適正に行われていないことから周辺の土壌

う内容が不十分である。埋立処分が終了した後 等が汚染された場合には廃棄物処理法により必

の管理も問題となる。 要な措置が講じられることとなりますが、当該

処分場において埋立処分が適正に行われている

場合にはそのままの状態であれば周辺に汚染が

拡散することはないと考えております。なお、

その後の土地の改変等により土壌汚染による人

の健康に係る被害のおそれが生じた場合には本

法に基づき必要な措置等がなされることとなり

ます。

１２．廃棄物処分場からの地質汚染現象がしば 御指摘の件は、本法とは別に廃棄物の処理処

しば見られる。処分場はしっかりした地質バリ 分の問題として別の場で検討されるべきもので

アーがある所に立地すべきである。設置の際に あると考えます。

は地下水流動を考慮したモニターの設置やその

値の公開が重要である。

１３．同業他社の実例から調査費用は莫大にな 中央環境審議会において御審議いただいたと

るため、調査命令の発動は必要以上にならぬよ ころでもあり、調査命令の発動は必要な範囲の

う慎重に対処することを希望する。 ものになるものと考えています。

１４．地下水の飲用利用のない地域で土壌汚染 どのような場合に調査命令が出されることと

があった場合、調査を命令できる対象となる物 なるのかは政省令等において明確にします。

質は、直接摂取によるリスクの観点から定めら

れた物質（土壌含有基準の定められた物質）の

みとなるのか明確に示すべきである。

１５．「自然由来」は法の対象外であるが、 自然由来であるかどうかの判断のための考え
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「自然由来」に関する判断のための考え方を早 方については、施行通知において可能な範囲で

急に示すべきである。また、自然由来の有害物 記載することとします。

質に関する事業者責任の免責については、都道

府県において調査結果を評価し判断できるよう

明文化すべきである。（３件）

１６．農業用水源として用いられている地下水 汚染地下水が農業用水源として用いられ、そ

が汚染されている場合、汚染地下水により作ら の地下水が原因で作物中に有害物質が蓄積して

れた作物を人が摂取してしまうので、調査を命 問題となるような濃度レベルになるようなこと

じるべきである。 があれば何らかの対応が必要であると考えます

が、これまでのところカドミウムにより汚染さ

れた米の問題を除きそのような事例は承知して

おりません。なお、カドミウムにより汚染され

た米の問題は別途農用地の土壌の汚染防止等に

関する法律により対応しております。

１７．本法では、ガソリンスタンド等の水質汚 必要があれば、水濁法の特定施設の有無にか

濁防止法の特定施設以外の施設の廃止時に法的 かわらず本法の第４条に基づき調査を命ずるこ

な対応ができないので、新たな課題として検討 ととなります。

する必要がある。

１８．米国の例として、ペンキやペンキがはが 人の健康に係る被害の防止のために必要があ

れた壁等の粉体に含まれる鉛が表層土壌を汚染 れば、本法の第４条により汚染土壌の直接摂取

し、人体（特に子供）に摂取されることが問題 によるリスクの観点からも調査命令がなされる

となったという話を聞いたことがある。仮に地 こととなり、御指摘のようなケースに対しても

下水汚染が発生した場合には第４条でカバーさ 本法により対応が可能です。

れることになるが、直接摂取については全く手

だてがないと思われる。地下水摂取リスクと比

較して、このように明らかに直接摂取リスクが

ある場所に対しても、その程度に応じて何らか

の対策をとることができなければ暴露経路管理

のルートが抜け落ちていることになるのではな

いか。

１９－１．②の調査結果等は、地方自治体が行 御指摘も踏まえて企業の自主的取組を尊重

ったものに限定し、企業が自主的に調査したも した運用をすることとします。

のは除外すべきである。企業の自主的な調査結 なお、御指摘の点は本年９月20日の中央環境

果も含めるとすれば、企業の自主的な取組を大 審議会答申「土壌汚染対策法に係る技術的事項

きく抑制させ、土地の調査を行おうとする者は について」において、法第４条第１項に基づく

いなくなる。一律に調査命令をかけるのではな 調査命令については、「・・・この土地に該当

く、自主調査を尊重した取り扱いが必要であ する要件としては、「①土壌汚染又は地下水汚

る。また、４条の趣旨である健康被害の生じる 染が判明しているか、土壌汚染が存在する蓋然

おそれがある土地であることとは異質の判断基 性が高い土地」であり、かつ、「②暴露の可能

準であり、受け入れ難い。（５件） 性がある場合」と考えられる。・・・」とさ
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１９－２．②を削除すべきである。理由とし れ、当該土地において土壌汚染が判明している

て、（１）自主測定結果をもって行政からの調 ことのみをもって調査命令が出されることには

査命令が発動されるのであれば、事業者として ならないこととされており、調査命令の要件に

の自主管理・汚染土壌対策を後退させる懸念が ついてはこの答申を踏まえて修正します。

ある。（２）指定区域に指定され土地の形質の

変更が規制されると、新規事業の誘致にあたり

他事業所よりも建設工事に支障、遅れが生じ、

実質上「リストラ対象事業所」の烙印が押され

る上、ISO14001取得活動が阻害される。また、

「等」に、行政指導等により過去に提出された

資料を利用される事が含まれると解釈されるな

らば、法律上の問題に加え、上記と同様の問題

を生じる。自治体においては、固定資産税等の

税収確保上、指定にあたり、バラツキを生じる

懸念が強い。（２１件）

１９－３．②の場合で、健康被害が生ずるおそ

れがないと判断される場合には、調査結果は４

条の扱いではなく３条の工場操業中の事業所の

特定施設廃止時と同じ扱い、すなわち、工場廃

止時を待って調査をさせれば足りるとすべきで

ある。

２０－１．②により調査命令を受けた場合、土 調査命令が発出された際に既に得られている

地所有者等は既に判明している調査結果の提出 当該土地における土壌汚染調査の結果について

をもって、調査報告に代えることができるよう は、本法に基づく調査における試料採取等と同

政省令に規定すべきである。また、法施行前に 等又はそれ以上の密度で、かつ一定の精度等を

土地所有者等が自主的に調査を行い、都道府県 保って試料採取等が行われていると認められる

等と協議のうえ措置を講じた場合などは、「汚 場合には、当該調査結果を活用できるよう環境

染の除去等の措置に相当する措置」と認定すべ 省令で規定することとします。また、既に講じ

きである。積極的に自主調査を実施した土地所 られた措置についても、現行の調査・対策指針

有者等と、そうでない土地所有者等とで差が生 に基づく対策技術であれば本法に基づく措置に

じるのは不公平であり、また、指定調査機関に 関する技術的基準に適合しているものと考えて

よる再調査の実施を求められた場合、土地所有 おり、自主的な取組を一層促進できるよう、当

者等にとって過重な負担となる。（１１件） 該技術的基準に照らして可能な限り二度手間と

２０－２．過去に（もしくは法の施行にまたが ならないように運用します。

って）従前の「土壌・地下水汚染に係る調査・

対策指針」に従い実施した調査・対策が一切無

効となるのは、土地所有者にとって過剰な経費

負担であり避けるべきであり、施行前からの積

極的な取組を妨げないよう配慮すべきである。

ただし、調査について従前の指針と今回とを比
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較した場合、内容に不足が生じるケース（例：

土壌ガス２０ｍ間隔→１０ｍ間隔等）が考えら

れ、また対策についても若干の違いがあるた

め、従前の指針に基づく結果の有効性及び取扱

い等の判断基準を示すべきである。

２１．「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指 本法の施行後は御指摘の調査・対策指針は土

針」との関連を明確にする目次項目を起こし、 壌に関しては廃止することとしていますが、現

その中に「土壌・地下水汚染に係る調査・対策 行の調査・対策指針に基づく調査対策結果につ

指針」を廃止する旨を明記すべきである。 いても、一定の精度等を保って試料採取等が行

われていることが認められる場合には活用でき

るよう環境省令で規定します。

２２．②に「かつ、人の健康に係る被害が生ず 御指摘も踏まえて再整理します。

るおそれがあると認められること。」を追加す なお、専ら自然由来により高濃度に蓄積され

べきである。要件を明確にしないと、自治体に た特定有害物質については本法の対象外となり

より調査命令を発出する判断が異なるなど、混 ます。

乱を生じるおそれがある。また、水底土砂を浚

渫し埋立造成した湾岸部の埋立地では、浚渫土

中に自然由来による砒素、ふっ素等の有害物質

が含まれているため、土壌環境基準の数倍程度

の汚染土壌が全面に広がっている場合があり、

広大な地域が指定区域となってしまうことにな

る。なお、東京都の条例では、自然由来の汚染

については条例の適用を除外している。埋立地

については埋立護岸で囲まれた地域で地下水の

利用もないため、埋立造成後の土地利用の履歴

から埋立由来以外に土壌汚染のおそれのないも

のは自然由来に準じて取り扱い、土地の改変に

より土壌を当該地の外部に搬出する場合に汚染

が拡散しないように適切な対応を執らせてい

る。具体的には、海面埋立地に搬出処分してい

る。（１４件）

２３．調査対象は現在の工場の土地履歴のみを 調査の対象となる土地の範囲については土地

想定しているが、現在の駐車場やグラウンドは 所有者等に可能な範囲で過去の土地履歴等を調

過去の工場のミニ処分場である場合が多く認め べてもらうこととしていますが、本法の施行前

られ，そこからの地下水汚染現象が多数みられ に土地の売買のあった従前の土地の履歴まで現

る。したがって、現在の工場の土地履歴に限ら 在の土地所有者等に求めることは難しいと考え

ず、例えば明治時代まで可能な限りさかのぼっ ています。

て土地の使用履歴や過去の有害物質の使用個所

を明らかにし、調査を行うべきである。

２４．汚染の機構を解明するために、土地の調 工場等の廃止時に行う土壌汚染状況調査につ
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査は工場建家等の施設の改変を行う前に行うべ いては、工場建家等の施設の解体等により当該

きである。 土地が攪乱されたり、汚染土壌が移動・搬出さ

れたりすることのないよう十分に注意した上で

実施するよう周知することとします。

２５．都道府県知事より調査命令や汚染除去命 行政手続法により聴聞又は弁明の機会が与え

令を受けた場合に、その認定を争う不服申立制 られることとなります。

度等を設置してほしい。

２６．４条に基づく調査命令が発せられ、調査 本法においては、土地の状態につき責任を有

命令に従って土地所有者が調査を行った結果、 し、調査に必要な土地の掘削等に関する権原を

当該事業所に汚染が認められなかった場合、要 有する土地所有者等を調査の実施主体としてお

した調査費用は誰が負担するのか。土地所有者 り、調査結果の如何にかかわらず土地所有者等

が持つのは不当であるが、蓋然性を認めて、誤 の負担となります。

った調査命令を発した知事が補償する手だてに

はどういう方法があるのか、この救済手続きを

提示してほしい。

２７．汚染とは全く関係ない借家人が、調査・ 土地の所有者等である限り、当該土地の状態

汚染除去義務の第一義的な負担者となることを につき責任を有し、調査を行うために必要な土

避けるため、汚染土地上の借家人が法第３条に 地の掘削等に関する権原を有することから、必

おける「管理者」または「占有者」とならない 要な場合には本法に基づく土壌汚染状況調査を

ような定義を明確にしてほしい。 行っていただくこととなります。ただし、契約

上土地の改変等の権原を有さない通常のいわゆ

る借家人は、管理者、占有者には該当せず、土

地所有者等には含まれません。

２８．汚染の未然防止と対策費の削減のため、 本法においては必要な契機を捉えて土壌汚染

予防が大切であり、そのためには有害物質を取 状況調査を行うこととしており、当該調査の結

り扱う施設での地質汚染のモニタリングとその 果、本法に基づく基準に適合していない場合に

データの公開がきわめて重要である。 は指定区域として指定して一定の情報を記載し

た台帳を調製し、閲覧に供することとしており

ます。

（２）調査命令の方法

意 見 の 概 要 意見に対する考え方

１．調査すべき土地の範囲、調査対象物質、報 都道府県知事が調査を命ずる際、報告の期限

告の期限は、一方的に明示されても対応できな については、土地の所有者等からの申請により

いおそれがあるため、都道府県知事と土地所有 特別の事情があると認められる場合にはその期

者等との協議の上、定めることと出来ないか。 限を延長することができることとします。

２．調査命令の対象となる「土地の範囲」につ 土地の範囲については、指定区域の指定基準

いて、科学的根拠に基づき判断基準を明確に示 を超える汚染があることが明らか又は汚染があ

すべきである。 るおそれがある土地に限定して都道府県知事が



- 14 -

定めて命令が発動されることとなります。

３ 指定区域台帳

（１）台帳の作成等の方法

意 見 の 概 要 意見に対する考え方

１－１．土地取引の安全及び紛争予防の観点か 汚染の除去等の措置のうち、浄化以外の措置

らも、汚染除去の措置等が完了した場合におい を完了した場合には、実施された措置の内容と

ても、指定区域内の土地の履歴情報を何らかの ともに引き続き指定区域として台帳に記載・閲

形で保管、公開することが重要である。指定が 覧されることになります。浄化を実施した場合

解除された土地については、戸籍の除籍簿謄本 には指定区域の指定は解除されますので、見え

のような台帳の記載事項をいわゆる「見え消 消しという方法ではなく、指定区域について調

し」により抹消し、併せて指定区域解除の理由 製することとされている台帳から消除されるこ

等も記載の上、既存の指定未解除の台帳と区別 とになります。

して保管、公開すべきである。（３件） 消除された台帳は、自治体における文書管理

１－２．リスク管理地としての指定を解除し、 制度に基づき一定期間保存され、保存されてい

台帳から削除する場合、データとして完全消え るものについては情報公開制度に基づき公開さ

るのか、二本線を引いて終わりなのか。 れるものと考えます。

２．指定解除した際の台帳からの削除は、土地 台帳からの削除は、土地所有者の申請の有無

所有者の申請に応じて行うべきであり、原則と に関わらず、浄化が行われたこともって行うこ

して浄化された履歴を残す意味からも台帳に浄 ととなります。

化を行った旨記録するべきである。このこと

は、その土地の無罪証明にもなると共に、将来

的な再汚染の際の判断材料にもなるからであ

る。

３．指定区域として指定された後、浄化措置が 浄化実施後の報告内容（土壌溶出基準を超え

講じられ指定解除となる要件を明確にすべきで る指定区域におけるモニタリングによる確認調

ある。再度、詳細な調査・分析を実施しなけれ 査の結果を含む。）が汚染の除去等の措置に係

ばならないのであれば、費用負担が大きくな る技術的基準に適合していれば指定は解除され

る。浄化対策の実施報告及びモニタリング結果 ます。

に基づき、指定解除できるようにするべきであ

る。（２件）

４．「汚染除去の措置を講ずる必要のある指定 法律上「都道府県知事は、台帳の閲覧を求め

区域」、「措置を講ずる必要のない指定区域」 られたときは、正当な理由がなければこれを拒

及び「指定を解除された指定区域」のすべての むことができない」とされています。指定を解

台帳を公開し、何人も台帳の閲覧及び写しの交 除された指定区域に係る台帳の取扱いは、１.

付を請求することができる旨を省令に規定すべ に対する考え方のとおりです。

きである。台帳の調製、保管期間、閲覧方法等 台帳の記載事項については省令で明記するこ

については、都道府県により運用が異なること ととなりますが、その他の閲覧方法等について

がないよう統一した基準で実施すべきである。 も、全国で統一的な運用が確保されることが望

また、取引対象土地が指定区域台帳に記載され ましいと考えており、都道府県に対する説明会
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ているか否かの証明書発行サービスが可能とな 等を通じてその旨周知を図ってまいります。

るよう、都道府県を指導すべきである。土地取

引者は取引対象物件の土地履歴について関心が

高く、取引の仲介に係わる宅建業者にも一定の

調査責任が課せられているため、有益で的確な

情報が容易に入手できる体制を全国的に整備す

ることが必要である。

５．原位置での固化・封じ込めなどを措置方法 浄化以外の措置を実施した場合には、汚染土

として選択した場合、台帳からは消えないと理 壌がその土地に存在していることから引き続き

解しているが、台帳に残ると土地に対してマイ 台帳に記載されることとなりますが、御指摘の

ナスイメージが働き、土地売買の停滞、土地の とおり土壌汚染に係るリスクコミュニケーショ

評価価格の暴落を招くと懸念される。また、浄 ンの重要性は認識しており、土壌汚染対策法に

化技術は高価なため、管理型処分場への搬出が 基づく浄化とそれ以外の措置は、汚染土壌から

増加すると考える。国民に土壌汚染を広く理解 人への有害物質の暴露経路の遮断によってリス

してもらい、土地購入予定者がマイナスイメー クを低減する点では同じということについて理

ジを持たないようにすることが必要ではない 解をしていただけるよう、環境省としても様々

か。 な場を通じて努力してまいります。

６．土地の買い手の立場で見ると、最低限、ど 指定区域台帳の帳簿には、指定区域の所在地

こでどのような調査を行い、結果はどうだった や土壌汚染の状態等を記載し、試料採取地点を

のか情報公開してもらえないと怖くて買えな 示す図面や調査対象となった特定有害物質の含

い。さもなければ、土地の流動化は不可能で， 有量・溶出量等のデータを添付することとしま

塩漬け状態からは脱却できず、合法的なミニ処 す。これらが都道府県等において閲覧に供され

分場と化していくことになる。これでは都市に ます。

人は住めなくなってしまうおそれがある

７．台帳の公開はどのようにするのか。私は隣 台帳は都道府県等において閲覧に供されま

家のクリーニング工場の土壌汚染浄化のため す。土壌汚染による人の健康被害を防止する本

に、土地を無償で貸与している。自分の土地の 法の趣旨にかんがみ、土壌汚染に関する情報は

汚染を世間に知られ、プライバシーも守られな 可能な限り公開していくことが必要と考えてい

い。土地の価値も下がり、まさに財産権の侵害 ます。

である。

８－１．行政に対する不安や不信を払拭するた 台帳を調製するのは都道府県等であるため、

め、汚染サイトの公表にあたっては、資料閲覧 環境省においてその情報を公開することはあり

にとどまらず環境省や都道府県のホームページ ません。都道府県等において台帳を電子化して

上で１万分の１程度の地図にその場所を明示 ＨＰ上に掲載することも考えられますが、いず

し、地質記載等も含めた簡単な機構解明調査結 れにせよ公開方法の具体的な運用は各都道府県

果や地下水等のモニター結果を公開するべきで 等の判断によることになります。

８－２．情報開示にあたっては、閲覧だけでは

なく環境省や各都道府県のホームページに、汚

染指定地を地図に明示して公開し、汚染地周辺

の地区にも紹介して周知させるべきである。こ
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うして市民にも監視をしてもらい、無届の土地

改変の情報をインターネットなどで寄せてもら

う仕組みを作ると仕事の効率化が図れる。

９．「調査対象となる土地の範囲ごとに」と 御意見の趣旨が明確ではありませんが、御指

「（２）調査命令の「調査対象となる土地の範 摘の「調査対象となる土地の範囲ごとに」と

囲」」が同じ表現であるため、この規定は誤解 「調査対象となる土地の範囲」は同じ意味です

を招く。まず、別添p.13の考え方「指定区域の ので同じ表現としています。

指定方法」を記述した上で、台帳のことを記述

した方が理解し易い。

１０．「既に措置を講じた等の指定区域」につ 技術的基準に適合した措置が行われれば、そ

いて、調査精度、措置精度が100%でありえない れが台帳に記載されることになります。仮に措

限り、必ず台帳記載内容と反する事実が判明す 置の実施後に本法に基づく何らかの対応が必要

る場合がある。このような指定区域をどのよう となった場合には台帳の記載内容の修正等が必

に管理をするのか明確にすべきである。 要となります。いずれにしましても、措置済み

の指定区域については土地所有者等が管理をし

ていく必要があります。

１１．汚染が確認された段階で土地登記簿にも 登記簿は不動産の権利関係について公示する

汚染地である旨を明記すべきである。これによ ものであること、登記事務は国の権限であるこ

って、汚染地であることを国民に周知徹底させ と等から、本法に基づく台帳とは制度の趣旨等

ることができ、詐欺にあわないようにすること が異なるものと考えます。台帳の閲覧に当たっ

ができる。 ては、必要に応じ土壌汚染に関する情報を適切

に説明する体制がとられることが望ましく、そ

の意味からも都道府県等が管理することが適当

と考えます。

１２．指定区域の指定等についてはどのような 都道府県等の公報に掲載されることになりま

形で指定の公示が示されるのか明らかにしてほ す。

しい。

１３．汚染のある土地が指定区域として台帳に 台帳は、本法に基づき行われた土壌汚染状況

記されることになっているが、情報公開の考え 調査の結果、基準に適合しない汚染が発見さ

方に基づけば、行政に報告のあった土壌汚染の れ、指定区域に指定された土地について調製さ

調査結果は公開対象とすべきである。 れます。自主的なものを含めたそれ以外の調査

結果については、各都道府県等における文書管

理制度に基づき一定期間保存され、保存されて

いるものについては情報公開制度に基づき公開

されるものと考えます。いずれにしましても、

土壌汚染に関する情報は可能な限り公開してい

くことが必要であると考えます。




